
   市立 高 等 学校 及び 市 立幼 稚 園 の市 費負 担 教育 職 員 に係 る臨 時 的任  
   用職 員 取 扱要 綱  
 
（総 則 ）  
第１ 条  市立 高 等学 校 及 び市 立幼 稚 園の 市 費 負担 教育 職 員の 産 前 休暇 、産 後 休  

暇、 育 児休 業 、 大学 院修 学 休業 等 に 伴う 臨時 的 任用 職 員 の任 用に 係 る手 続  
き等 に つい て は 、こ の要 綱 の定 め る とこ ろに よ る。  

 
（対 象 ）  
第２ 条  この 要 綱の 対 象 職員 は、 市 立高 等 学 校及 び市 立 幼稚 園 の 市費 負担 教 育  
 員 の うち 教 諭 、養 護教 諭 及び 実 習 助手 （以 下 「教 育 職 員」 とい う。） と する 。 
 
（任 用 の要 件 ）  
第３ 条  横須 賀 市教 育 委 員会 （以 下 「教 育 委 員会 」と い う。） は、 次 の各 号 のい  

ずれ か に掲 げ る 事由 が生 じ 、学 校 教 育の 正常 な 実施 を 確 保す るた め 必要 と 認  
める と きは 、 予 算の 範囲 内 で、 臨 時 的任 用職 員 を任 用 す るこ とが で きる も の  
とす る 。  
(1 )  教育 職 員が 産 前 休暇 及び 産 後休 暇 を 受け たと き 。  
(2 )  教育 職 員が 育 児 休業 を受 け たと き 。  
(3 )  教育 職 員が 大 学 院修 学休 業 を受 け た とき 。  
(4 )  教育 職 員に 欠 員 を生 じた と き。  

 
（資 格 要件 ）  
第４ 条  臨時 的 任用 職 員 は、 教育 職 員免 許 法 (昭 和 24 年 法 律第 147 号 )第 4 条 第  

2 項に 規 定す る 各 相 当学 校 の相 当 普 通免 許状 を 有す る 者 で、 教育 委 員会 が 指  
定す る 健康 診 断 をあ らか じ め受 診 し 、 ｢適 ｣の判 定 を 受け た もの で なけ れ ば な  
らな い 。た だ し 、教 育委 員 会が 特 に 認め ると き は、 こ の 限り でな い 。  

 
（職 名 ）  
第５ 条  臨時 的 任用 職 員 の職 名は 、 次表 の 左 欄の 区分 に 応じ 、 同 表の 右欄 に 掲  
 げ る 職名 と す る。  

 
臨時 的 任用 職 員 によ って 充 てよ う と する 職  

  
  臨 時 的 任 用 職 員  

 
教   諭  
 

 
教   諭  



 
養護 教 諭         

 
養護 教 諭  

 
実習 助 手         

 
実習 助 手  

 
（任 用 期間 ）  
第６ 条  臨時 的 任用 職 員 の任 用期 間 は、 次 の とお りと す る。  
 (1 ) 産 前休 暇 及 び産 後 休暇 に 係 る臨 時的 任 用職 員  
   採用 時 に おい ては 、 当該 教 育 職員 の産 前 休暇 開 始 日の ２日 前 （勤 務 を 要  
  し ない 日 及 び休 日を 除 く。）  か ら出 産予 定 日の 翌 日 を起 算日 と して ３ ０ 日  
  ま での 期 間 のう ち教 育 委員 会 が 必要 と認 め る期 間 と し、出産 後 につ い て は、 
  当 該教 育 職 員の 産後 休 暇終 了 日 の１ 日後 （ 勤務 を 要 しな い日 及 び休 日 を 除  
  く。）  ま で の期 間の う ち教 育 委 員会 が必 要 と認 め る 期間 を更 新 する も の と  

する 。  
(2 )  育児 休 業に 係 る 臨時 的任 用 職員  
  教 育職 員 の 育児 休業 の 終了 日 の １日 後（ 勤 務を 要 し ない 日及 び 休暇 を 除  
 く 。） ま で の期 間 のう ち 教育 委 員 会が 必要 と 認め る 期 間と する 。  
(3 )  大学 院 修 学休 業 に係 る 臨時 的 任 用職 員  
  教 育職 員 の 大学 院修 学 休業 の 終 了日 の１ 日 後（ 勤 務 を要 しな い 日及 び 休  

暇を 除 く。） まで の 期間 の うち 教 育 委員 会が 必 要と 認 め る期 間と す る。  
 (4 )  欠 員 に係 る 臨 時的 任 用職 員  
  教 育委 員 会 が必 要と 認 める 期 間 をす る。  

 
（任 用 手続 ）  
第７ 条  対象 職 員の 所 属 長は 、臨 時 的任 用 職 員 の 任 用 等 を し よ う と す る と き は 、 
 次 表 によ り 関 係書 類を 教 育委 員 会 に提 出す る もの と す る。  

 
発 令

区 分  
 

内               容  
 
具 申 様

式  
 

 摘           要  

 
 
 
 
任用  

 
産 前 休 暇 及 び 産 後 休 暇 に 係 る 臨

時 的 任 用 職 員 又 は 、 育 児 休 業 に

係 る 臨 時 的 任 用 職 員 を 新 た に 任

用す る 場合  
 

第 1 号

様式  
任 用 予 定 日 の 14 日 前

まで に 提出 す る 。  



 
大 学 院 修 学 休 業 に 係 る 臨 時 的 任

用 職 員 又 は 、 欠 員 に 係 る 臨 時 的

任用 職 員を 新 た に任 用す る 場合  
 
 
 

第 ２ 号

様式  

 

 
 
延長  

 
出 産 の 遅 延 に 伴 い 任 用 期 間 を 延

長す る 場合  
 

第 1 号

様式  

 
添 付 書 類 な し （ 任 用 期

間 が 切 れ る ３ 日 前 ま で

に提 出 する ）。  
 

 
 
更新  
 
 
 
 
 

 
出 産 に 伴 い 任 用 期 間 を 更 新 す る

場合  

 
 
第 1 号

様式  
 
 

 
出 産 後 直 ち に 提 出 す

る。  
 

 
産 前 休 暇 及 び 産 後 休 暇 に 係 る 臨

時 的 任 用 職 員 か ら 引 き 続 き 育 児

休 業 に 係 る 臨 時 的 任 用 職 員 と な

る場 合  
 

 
育 児 休 業 に 係 る 臨 時 的

任 用 職 員 に あ っ て は 育

児 休 業 の 承 認 を 得 た 後

直ち に 提出 す る 。  
 

 
育 児 休 業 期 間 の 延 長 に 伴 い 任 用

期間 を 更新 す る 場合  
 

 
育 児 休 業 に 係 る 臨 時 的

任 用 職 員 に あ っ て は 育

児 休 業 期 間 の 延 長 の 承

認 を 得 た 後 直 ち に 提 出

する 。  
 

 
育 児 休 業 に 係 る 臨 時 的 任 用 職 員

の任 用 期間 を 更 新す る場 合  
 
 

 
第 2 号

様式  

 

 
 
辞職  

 
 
臨時 的 任用 職 員 が辞 職す る 場合  

 
 
第 ３ 号

様式  
 

 
辞 職 の 事 由 が 発 生 し た

と 認 め ら れ た 後 直 ち に

提出 す る。  
 

 
（給 与 ）  
第８ 条  臨時 的 任用 職 員 の給 与の 取 扱い 及 び 初任 給の 決 定は 、 教 育職 員に 準 じ  
 る も のと す る 。  
 
（出 張 及び 旅 費 ）  
第９ 条  学 校 長 は、 臨時 的 任用 職 員 に対 し、 出 張を 命 じ るこ とが で きる 。  
２  前 項の 規 定 によ り、 臨 時的 任 用 職員 が出 張 を命 じ ら れた 場合 は 、旅 費 を 支

給す る こと が で きる 。  



３  出 張命 令 及 び旅 費の 支 給手 続 き 等に つい て は、 教 育 職員 の例 に よる も の と

する 。  
 
（分 限 及び 懲 戒 ）  
第 10条  臨時 的 任用 職 員 の分 限及 び 懲戒 に つ いて は、 法 令に 特 別 の定 めが あ る  
 場 合 を除 き 、 教育 職員 に 準じ る も のと する 。  

 
（そ の 他の 事 項 ）  
第 11条  この 要 綱の 施 行 に関 し必 要 な事 項 は 、教 育長 が 別に 定 め る。  
 
   附  則  
 こ の 要綱 は 、 平 成 10 年 10 月 23 日 から 実 施す る 。  
 
改正 経 過  

   平成 27 年８ 月 20 日 改正  

   令 和  ４ 年３ 月 30 日 改正  

 


